
世田谷区公契約適正化委員会（第２回）次第 

 

平成２８年６月２０日（月）午後６時～ 

場所：世田谷区役所第１庁舎２階入札室 

 

 

１．開会 

 

２．議題 

 （１）答申に向けて 

 

 （２）その他 

 

３．閉会 



世田谷区公契約適正化委員会及び労働報酬専門部会 中間報告書（概要版） 

 
Ⅰ．世田谷区公契約適正化委員会「中間報告書」の概要 

 

１．公契約の適正な履行を確保するために必要な施策について 

（１）労働報酬下限額について 

○工事契約の労働報酬下限額は、平成 28年３月における東京都の公共工事設計労務単価（以下

「労務単価」）の85％が妥当である。条例がつくられた状況から、労務単価と乖離すべきでない。 

○工事契約の労働報酬下限額は、企業努力を阻害し、世田谷区の事業を受注できなくなる事業者が

でてくるおそれがないよう、労務単価の70％が適当な割合であり、85％は高すぎる。 

○委託等契約の労働報酬下限額は、世田谷区職員のうち高卒で就労した者の初任給を時間換算し

て、時給で1,093円とし、これを基礎に職務、職能を考慮するべきである。 

○委託等契約の労働報酬下限額を区職員の高卒初任給を基準にすべきという意見もあるが、区の財

政規模等において下限額の設定によって発注不能になると、区民が困るので注意が必要である。 

○労働者の報酬だけでなく、事業者の適正な利益や区民の理解を併せて得る必要がある。公共事業

が適正に行使され、区民にとって必要なものがつくられていくことが重要である。 

（２）適正な労働条件等の確保について 

○適正な労働条件の確保のため、事業者が各種法令を遵守し、元請事業者から下請事業者まで法

定福利費が適正に支払われる必要がある。適正な労働条件が確保されていないために、建設業

に若年者が入ってこず、労働者が高齢化するという現状を改善しなければならない。 

○労務単価の確保のみではなく、経費率も含めた入札価格全体の問題として考えなければならない。

事業者の適正な利益が確保されないと、地元業者が参入できなくなるおそれがある。また、下請事

業者の労務費や法定福利費の支払いを、元請事業者がコントロールするのは困難である。 

   

２．区内産業の振興及び地域経済の活性化を図るための入札制度改革について 

（１）長期的な区内産業の発展・活性化について 

○区内の建設業や公的サービス業の社会的役割の重要性を認識し、防災・安全に寄与するように、

小規模事業者の経営改善や産業全体の活性化等が必要である。 

○区の歳出が地域経済社会を活性化させるように努め、区内の事業者が世田谷区の事業から離れ

て他自治体や民間の事業に流出することを防ぎ、公共事業の質を守る必要がある。 

（２）公正かつ適正な入札の実施について 

○予定価格の積算において、適切な数量、施工条件の設定、最新の労務単価の採用等、業務の品

質を確保できる金額を設定してもらいたい。 

○設計における建築と設備の整合性及び適正な工期を確保し、応札までの期間に余裕を持たせても

らいたい。また、設計変更等が必要な場合、適正に契約変更等で対応する必要がある。 

○ＪＶ（２者以上が連帯して特定の事業に参加する場合）案件は区内本店業者を入れることを要件とし

てもらいたい。 

（３）社会経済状況等に適合した効果的な入札・契約制度の改善について 

○労働報酬下限額を設定する一方で、入札制度改革を行う必要がある。予定価格や最低制限価格

の見直し、各種スライド条項の活用、発注ランク制や総合評価方式の評価点の見直し等によって入

札制度そのものの改善を図るべきである。 

資料 １ 

＜裏面あり＞ 



○入札の最低制限価格は、予定価格の90～95％程度に引き上げる必要がある。 

○入札の最低制限価格を引き上げると、落札率が上がり、入札制度の意義が薄れるのではないか。

また、入札不調に伴う随意契約の妥当性についても議論が必要である。 

   

３．附帯意見 公契約条例の運用について 

（１）条例施行後における効果検証について 

○下請事業者も含めて、労働者の状況を実態調査等で把握する必要がある。また、条例の効果を点

検・調査し、改善課題を見出す必要がある。 

（２）公契約条例の効果的な運用について 

○制度が下請事業者や労働者にも伝わるよう、ポスター・チラシ等による周知や研修が必要である。 

○実効性の確保のため、労働条件確認帳票の充実や履行状況の確認手法の検討が必要である。 

○区が事業者の労働条件を末端までコントロールするのは事業者に厳しいのではないかと考える。 

○条例の推進にあたって、法的に罰則その他で改善していくよりも、様々な契約上の誘導策により段

階的に改善していく姿勢が適切ではないかと考える。 

○条例の施行により、労働条件の改善に伴って区の発注価格が上がることは前提条件になっている

と考えられるので、区の予定価格においてそれを考慮してもらいたい。 

 

Ⅱ．世田谷区公契約適正化委員会 労働報酬専門部会「中間報告書」の概要 

 

１．公契約対象事業における労働報酬下限額について 

（１）委託事業について 

○委託事業の労働報酬下限額は、区職員行政職給料表（一）高等学校卒業者初任給を時間換算し

て算出した金額1,093円（１時間あたり）とする。 

（２）建設・土木産業について 

○平成28年３月の東京都公共工事設計労務単価における各工種の85％相当額（１時間あたり）とす

る。 

○見習および高齢労働者・就労者については70％以上とする移行措置をとれるものとする。 

（３）法定福利費について 

○国土交通省および総務省通達を踏まえ、下請取引の各段階で労働者・就労者の法定福利費を適

正に取扱う。 

 
２．公契約条例を適正かつ効果的に実施する前提条件の整備について 

○適正な設計・積算を踏まえ、最低制限価格制度、低入札価格調査制度、スライド条項等を適切に

設定・活用した上で、公正かつ適正な入札・契約を実施する。 

○公正な労働諸条件や適正な賃金水準の確保できる積算方式とし、法定福利・厚生費用の経費負

担をすべての労働者に適用・実施でき、また事業者が適正利潤を確保できるよう改善する。 

○区内の公的サービスの担い手の事業、建設産業の社会的役割を発揮し、区民等における防災・減

災等、災害対応能力の向上を目指し、サービス業や建設産業の活性化、発展を図る。 

○適切な設計・積算を前提に入札等において公正な競争を実施し、事業運営を安定させる制度に活

用する。また、最低制限価格を予定価格の90％以上とする。 

○公契約条例の効果的な実施体制を整える。 

○公契約条例実施効果の点検および調査を実施する。 
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世田谷区の入札・契約制度の概要 
平成28年6月1日現在 

項目 工事請負契約 物品等契約 

対象業務 
・道路舗装、一般土木、建築、電気、給排水衛生、空調、造園工事…以下「工事」 

・測量・設計委託…以下「測量・設計」 

・物品購入、業務委託、印刷請負、賃貸借…以下「物品等」 

・売払い 

契約の方式 

制限付き一般

競争入札 

＜工事請負契約における基本的な契約方式＞ 

・予定価格１３０万円超の工事 

・制限付き→区内事業者を対象 

－ 

希望制指名競

争入札 
・予定価格５０万円超の測量・設計 

＜物品等契約における基本的な契約方式＞ 

・予定価格５０万円超の物品等 

・予定価格３０万円超の売払い 

指名競争入札

(直接指名型） 

・緊急性が高い業務 

・要件を満たす業者が限られる業務 

・仕様書等を公表することで、防犯・警備上業務に支障のある場合 

・緊急性が高い業務 

見積合せ 
・予定価格１３０万円以下の工事 

・予定数量の見込みが立てられない業務 
・予定数量の見込みが立てられない業務 

随意契約 
・５０万円超で特定の相手方でないと履行できない業務 

・一部の担当課で５０万円以下の土木工事 

・予定価格５０万円超で特定の相手方でないと履行できない物品等 

・予定価格３０万円超で特定の相手方でないと履行できない売払い 

・予定価格５０万円以下の物品等 

プロポーザル

方式 

・目的、性質が競争入札に適さず、課題解決能力、技術力などの高い技能が必要

とされる業務 
同左 

入札の発注標準 

 
・年間の予定件数に基づき、格付（Ａ～Ｅ）ごとの件数が均等になるよう、発注

標準を定める。 

・業務の内容・予定価格等に応じて、営業種目（６３種目）、地域要件、格付（Ａ・

Ｂ・Ｃ）、資格、実績等をその都度設定。 

総合評価競争入札（施工能力審査型） 

 

・平成２１年度より試行開始し、平成２６年度より本格実施。 

・予定価格２，５００万円以上の工事から対象案件を抽出。 

・特別簡易型 

・価格点、施工能力評価点（工事成績評価点、配置予定技術者の資格点、配置予

定技術者の実績点）、地域貢献評価点（災害時協力協定等の締結）の評定値が最

も高い者を落札者とする。 

・平成２７年度実績１９件、平成２６年度実績１７件、平成２５年度実績２４件、

平成２４年度実績２０件、平成２３年度実績７件、平成２２年度実績７件、平成

２１年度実績３件 

－ 
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最低制限価格制度 

 

工事 

・予定価格３００万円以上（建築一式工事は５００万円以上）１億８，０００万

円未満の案件で導入（総合評価競争入札案件は除く）。 

・最低制限価格は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費をもとに、

予定価格の１０分の９から１０分の７の範囲で定める。 

測量・設計 

・予定価格２００万円以上の案件で導入。 

・最低制限価格は、直接人件費、特別経費、技術料等経費、諸経費等をもとに予

定価格の１０分の９から１０分の７の範囲で定める。 

業務委託 

・予定価格が２００万円以上の建物清掃業務委託、造園委託で導入。 

・最低制限価格は、予定価格の１０分の９から１０分の７の範囲で設定。 

低入札価格調査 

 

・工事の予定価格１億８，０００万円以上の案件、及び総合評価競争入札案件で

導入。 

・直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費をもとに、予定価格の１０

分の９から１０分の７の範囲で定める。 

－ 

落札制限 

 

工事 

・同業種にかかる予定価格２，０００万円以上の同日開札の案件で、落札を１事

業者につき１件に制限。 

測量・設計 

・同業種にかかる同日開札の案件については、予定価格の多寡にかかわらず、１

事業者につき１件に制限。 

・公園維持管理等の一部の業務委託において、同日開札の案件で制限を加える場

合あり。 

手持ち工事制限 

 ・１億円以上の未完成工事の件数を１事業者３件までに制限。 － 

優先業種区分の登録制度 

 

・土木、建築、電気設備、機械設備（給排水衛生設備、空調）、造園は、登録を

義務付け。 

・登録は１事業者につき１区分のみ。原則として登録以外の業種の入札参加は認

めない。 

・対象は、区内に本店又は支店があり、事業の継続性が認められるもの。 

・本店が区外にある大手の事業者は対象外。 

－ 
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発注時の実績要件 

 ・案件の内容により、一定の実績を求める。 ・案件の内容により、一定の実績を求める場合がある。 

予定価格の公表 

 

工事 

・予定価格２，０００万円以上の工事は事前公表 

・予定価格２，０００万円未満の工事は事後公表 

測量・設計 

・非公表 

・非公表 

入札の内訳書の提出 

 
工事 

落札候補者が提出した内訳書を確認した上で落札を決定。 
－ 

下請契約 

 

工事 

・下請状況届の提出を義務付け、下請けの状況把握・この届出や施工現場で一括

下請けがないことを確認。 

－ 

前払金 

 

工事 

・契約金額５０万円以上が対象で契約金額の４割以内（限度額５億円） 

測量・設計 

・契約金額５０万円以上が対象で契約金額の３割以内（限度額５億円） 

－ 

中間前払金 

 
・工事で契約金額５０万円以上で、先に前払金を支払った契約が対象で契約金額

の２割以内（限度額２億５，０００万円） 
－ 

部分払 

 

・工事及び測量・設計で既済部分の出来高を算定し代価を支払う。 

・部分払いの支払い回数の制限 

  契約金額   １００万円以上１，０００万円未満 １回 

  契約金額 １，０００万円以上２，０００万円未満 ２回以内 

  契約金額 ２，０００万円以上３，０００万円未満 ３回以内 

  契約金額 ３，０００万円以上          ４回以内 

・製造その他の請負契約及び物品の購入契約で既済部分の出来高を算定し代価を

支払う。 

・部分払いの支払い回数の制限 

  契約金額   １００万円以上１，０００万円未満 １回 

  契約金額 １，０００万円以上２，０００万円未満 ２回以内 

  契約金額 ２，０００万円以上３，０００万円未満 ３回以内 

  契約金額 ３，０００万円以上          ４回以内 

 

単品スライド 

 
・工事材料の価格に著しい変動（１％以上）を生じ、契約金額が不適当となった

ときに受注者が契約金額の変更を請求できる。 
－ 
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発注見通しの公表 

 ・予定価格１３０万円超の工事を対象に毎年４月１日、１０月１日に公表。 ・年度当初契約（４月１日契約）に限り１月下旬に公表。 

入札結果の公表 

 ・ホームページ及び契約係窓口で業者名、入札金額、落札者を公表。 同左 

見積合せの公表 

 ・予定価格１３０万円超の工事 
・予定価格５０万円超の物品等 

・予定価格３０万円超の売払い 

随意契約の公表 

 
・予定価格１３０万円超の工事 

・予定価格５０万円超の測量・設計 

・予定価格５０万円超の物品等 

・予定価格３０万円超の売払い 

履行状況の評価 

 

・契約金額５００万円以上の工事、工事費の合計が１億８千万円以上の設計委託

を対象に、完了後に工事成績を評価。 

・評価区分は、優秀、良好、普通、やや不良、不良の５段階とし、不良と認めら

れた場合は、認定をした日から１箇月以上１２箇月以内の指名停止。 

・契約期間が１年以上かつ予定価格が２００万円以上の業務委託契約のうちの建

物清掃、造園、公衆トイレ清掃の業務について実施。 

・契約締結日から６箇月後の３０日以内に評価を実施。２回目以降は、前評価日

から１年後の３０日以内に評価実施。 

・採点方式により、優秀、良好、普通、やや不良、不良の５段階評価を行い、や

や不良又は不良と判定した場合は改善指示のうえ再評価を行い、再評価の結果、

不良と評価した場合は、２箇月以内に契約解除又は一定期間に同種契約の入札に

指名しない。 

長期継続契約 

 － 
・物品を借り入れる契約は５年、役務の提供を受ける契約は３年により複数年契

約を行っている。 

労働報酬下限額（公契約条例関係） 

 

・工事請負契約は予定価格３，０００万円以上の案件。 

・測量・設計委託契約は予定価格２，０００万円以上の案件。 

・区長が労働報酬専門部会の意見を聴いて下限額を定め告示し、公契約にかかわ

る事業者はそれに従う努力義務を負う。 

・予定価格２，０００万円以上の契約案件（不動産購入契約、賃貸借契約を除く。

指定管理者協定を含む）。 

・実施内容は工事と同様。 

労働条件確認帳票（公契約条例関係） 

 

・予定価格５０万円超の契約案件。 

・区と契約した事業者に帳票の提出を求め、公契約にかかわる労働条件が適正で

あることを確認し、帳票の副本を窓口閲覧に供する。 

・予定価格５０万円超の契約案件（指定管理者協定は予定価格０円超）。 

・実施内容は工事と同様。 

 



 

 

 

一部資料については 

他の機関作成等の理由により 

非公開とする。 

 
 


